
　
４
月
16

日
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
２
回
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
議
員
各

位
の
温
か
い
ご
支
援
の
下
、
赤
穂
市
議
会
議
長
の
要
職
に
就
任
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
２
年
目
と
な
り
ま
す
副
議
長
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の

経
験
を
活
か
し
、
公
正
で
透
明
な
議
会
運
営
の
た
め
、
誠
心
誠
意
努
力
す

る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
本
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、
市
民
病
院
第
二

期
基
本
構
想
を
は
じ
め
、
「
人
が
輝
き
　
自
然
と
歴
史
・
文
化
が
薫
る
　

や
さ
し
い
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け
、
種
々
事
業
の
取
組
み
が
な
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
一
方
、
本
市
議
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
本
年
４
月
よ
り
議
会
基

本
条
例
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
議
会
の
最
高
規
範
と
し
て
、
市
民
に
信

頼
さ
れ
る
議
会
、
市
民
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
議
会
の
さ
ら
な
る
実
現
を

目
指
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
福
浦
地
区
で
計
画
さ
れ
て
い
る
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
つ

い
て
は
、
将
来
の
子
ど
も
達
の
た
め
に
も
、
議
会
と
し
て
き
ち
っ
と
し
た

態
度
を
示
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
議
長
団
と
し
て
こ
の
１
年
、
元
気
で
安
全
安
心
な
生
活
が
で
き
る
よ

う
、
議
会
と
行
政
が
議
論
を
交
わ
し
な
が
ら
、
市
政
発
展
の
た
め
に
邁
進

し
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
温
か
い

ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

就任
あいさつ

議　長

重 松 英 二

副議長

前 川 弘 文

■ 発行・赤穂市議会　■ 編集・議会報編集委員会
ホームページ
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各会派の抱負・取り組み

平成26年2月定例会から

６～７Ｐ

議案の議決結果

議員別賛否

８～１０Ｐ
代表質問・一般質問
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１１Ｐ
委員会報告から

１２Ｐ
特別委員会報告から

議会活動状況

編集後記
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第131号



　防災・危機管理等、

広報、企業誘致、行

政管理、情報政策、

市税及び財政、市政

の総合的企画及び調

整、定住自立圏構想、

保育所、幼稚園、小

中学校、教育施設、

生涯学習、スポーツ

推進、文化財に関す

る事項などを調査し

ます。

　市民活動及び広

聴、公営住宅、環境

保全、廃棄物の処理

及び資源化、健康の

増進及び予防衛生、

国民健康保険、後期

高齢者医療、社会福

祉、介護保険、消

防、病院事業に関す

る事項などを調査し

ます。

総 務 文 教

委 員 会

民 生 生 活

委 員 会

木 下　 守
委員長

（公明党）

重 松 英 二
委　員

（赤諒会）

奥 藤 隆 裕
副委員長

（新風）

家 入 時 治
委　員

（政翔会）

釣　 昭 彦
委　員

（経政会）

瓢　 敏 雄
委　員

（新風）

永 安　 弘
委員長

（新風）

有 田 光 一
委　員

（赤諒会）

土 遠 孝 昌
副委員長

（赤諒会）

前 川 弘 文
委　員

（公明党）

川 本 孝 明
委　員

（日本共産党　　　
　赤穂市会議員団）

竹 内 友 江
委　員

（政翔会）

議会の構成と役割
新しい常任委員会の構成

東備西播定住自立圏圏域バス　ていじゅうろう

赤穂東児童館

（平成26年４月16日現在）
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議
会
運
営
委
員
会

幹
線
道
路
建
設
特
別
委
員
会

　議会の運営、議会の会議規則・委員会条例、議長の諮問に

関する事項などを調査します。

　幹線道路整備に係る取り組みや国道 250 号高取峠トンネル

化に向けた調査・研究・要望などを関係機関に行います。

委員長 有田　光一 副委員長 山田　昌弘

委　員 木下　　守 委　員 釣　　昭彦

委　員 土遠　孝昌 委　員 小林　篤二

委　員 田端　智孝 委　員 永安　　弘

委員長 藤友　俊男 副委員長 木下　　守

委　員 釣　　昭彦 委　員 山田　昌弘

委　員 小林　篤二 委　員 竹内　友江

　都市計画及び都市

計画事業、公園・緑

地、土地区画整理事

業、商工業、観光、

農林水産業、土木・

農林水産施設、市の

施 設 の 設 計、 下 水

道、水道事業に関す

る事項などを調査し

ます。

建 設 水 道

委 員 会

田 端 智 孝
委員長

（政翔会）

藤 友 俊 男
委　員

（赤諒会）

山 田 昌 弘
副委員長

（新風）

小 林 篤 二
委　員

（日本共産党　　　
　赤穂市会議員団）

小 路 克 洋
委　員

（会派に属さない議員）

藤 本 敏 弘
委　員

（経政会）

● 監 査 委 員 釣　　昭彦

● 安室ダム水道用水
供給企業団議会議員

木下　　守
重松　英二

● 赤相農業共済事務
組 合 議 会 議 員

前川　弘文
田端　智孝

● 赤 穂 市 農 業 委 員 家入　時治
瓢　　敏雄

● 赤 穂 市 都 市 計 画
審 議 会 委 員

木下　　守
家入　時治
釣　　昭彦
山田　昌弘
有田　光一

● 赤 穂 市 環 境
審 議 会 委 員

奥藤　隆裕
小林　篤二
竹内　友江
藤友　俊男

その他の役職

有年ポンプ場

議　長

副議長

議　員

　　　　　　　　　　　　　　　総務文教委員会（６名）

　　　　　　常任委員会　　　　民生生活委員会（６名）

　　　　　　　　　　　　　　　建設水道委員会（6名）

　　　　　　議会運営委員会（6名）

本会議　　　特別委員会　　　　幹線道路建設特別委員会（８名）

　　　　　　　　　　　　　　　（決算特別委員会）〈例年議決により設置〉

　　　　　　　　　　　　　　　議員協議会

　　　　　　諸　会　議　　　　常任委員会協議会

　　　　　　　　　　　　　　　会派代表者会（8名・正副議長含む）

　　　　　　　　　　　　　　　議会報編集委員会（8名・正副議長含む）
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各会派 の 抱負・ 取り組 み

赤　諒　会

代　　表 藤友　俊男 会　　計 有田　光一

政調会長 土遠　孝昌 会　　員 重松　英二

市民の方々のご期待に応える活動を！

　私たち４名は歴史ある赤穂の伝統を引き継ぎ、行政及び地

区のさまざま分野における諸課題に対する取り組みはもとよ

り、中心市街地の活性化及び周辺地域の元気づくりに精力的か

つ、ていねいに対処活動し、期待と希望が持てる赤穂！障がい

者の方々、将来を担う子ども達を育む赤穂を目指します。

新　風

代 表 瓢　　敏雄 会　　計 奥藤　隆裕

政調会長 山田　昌弘 会　　員 永安　　弘

安心と希望の持てるまちづくり

　昨年の４月に私たち４人の議員で会派「新風」を結成し、１

年が経ちました。異なった個性を持った４人ですが力を合わせ

て、まちづくり、教育、防災対策等の問題に取り組んでまいり

ました。これからも知恵を出し合いながら、市民の皆様の声が

届く市政、希望がもてるまちづくりを目指します。

政　翔　会

代 表 竹内　友江 会　　員 田端　智孝

会　　計 家入　時治

効果ある適正かつ合理的な事務事業の執行を

　本年度は、一般会計や病院事業会計において大きな投資が

予定されています。私たち政翔会は、それらの事業が適正か

つ、合理的に執行され、市民サービスの向上に最大の効果を

挙げるようチェックと提言をしてまいります。市民の皆様の

声を真摯に受け止め、市政に活きるよう頑張ります。

経　政　会

幹 事 長 釣　　昭彦 会　　計 藤本　敏弘

安全安心なまちづくりに頑張ります

　子どものいじめ、少子化や地震、集中豪雨、津波等の防

災、減災に取り組み市民の健康を守り、高齢者、障がい者が

安全で安心して生活できるまち、人と人、地域と地域が支え

合えるまちを目指し市民の皆様が主体のまちづくりに全力を

注いでまいります。今後ともご支援をお願いします。

公　明　党

幹 事 長 木下　　守 会　　計 前川　弘文

市民の総合力でオンリーワンの元気なまち赤穂を

　さまざまな課題を乗り越える為には、自発的に行動するまち

づくりが必要と考えられます。それには市民総合力の発揮と

共に意識改革や価値観の転換が求められます。私たちは市民

ニーズを的確に把握し、目の前の課題に全力投球で取り組み健

康で住みよい元気なまち赤穂を目指してまいります。
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日本共産党赤穂市会議員団

会派に属さない議員

団 長 小林　篤二 会 計 川本　孝明

小路　克洋

くらし、雇用、営業を守るため全力

たゆみない議会改革に努めます

　厳しい不況の中、年金、賃金が減らされ、８％への消費税

増税に怒りが噴出しています。増税は暮らしも経済も破壊し

ます。その上、赤穂市は上下水道料など公共料金に増税分を

上乗せし、市民負担増を強いています。私たち議員団は市民

のくらし、営業、雇用を守る防波堤となり全力をあげます。

　３月定例会で、議会の最高規範となる議会基本条例が可決

されました。市民参加の議会や広報の充実、政策立案能力の

向上に向けた研修の強化、継続的な議会改革など盛り込みま

したが、提案した議会報告会、政策討論会の開催について

は、盛り込めませんでしたが、その実現に向け引き続き頑張

ります。

　

平
成
26
年
２
月
（
第
１
回
）
定
例
会
を
、
２
月
21
日
か
ら
３
月
24
日
ま
で
の
32

日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
期
定
例
会
で
は
、
２
月
21
日
に
平
成
25
年
度
関
係
議
案
、
24
日
に
平
成
26
年

度
関
係
議
案
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
27
日
に
平
成
25
年
度
関
係
の
９
議
案
を
可

決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
３
月
24
日
に
平
成
26
年
度
一
般
会
計
予
算
、
各
特
別
会
計
予
算
、
各
事

業
会
計
予
算
、
赤
穂
市
議
会
基
本
条
例
等
の
46
議
案
を
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可

決
し
閉
会
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
３
月
６
日
、
７
日
に
施
政
方
針
に
対
し
て
会
派
代
表
６
名
の
議
員
が
代
表

質
問
を
、
１
名
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

平成26年２月（第１回）定例会から

● 各 会 計 当 初 予 算

会 計 区 分 平成 26 年度 前年度比

一 般 会 計 229 億 3,000 万円 106.9%

特 別 会 計 153 億 9,460 万円 95.4%

小　　　 計 383 億 2,460 万円 102.0%

病院事業会計 125 億 3,174 万９千円 114.2%

介護老人保健
施設事業会計

３億 5,747 万３千円 108.4%

水道事業会計 22 億 4,413 万５千円 118.8%

合 　　　 計 534 億 5,795 万７千円 105.3%
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議案等番号 件　　　　名

前

川

弘

文

木

下
　

守

家

入

時

治

釣
　

昭

彦

土

遠

孝

昌

藤

友

俊

男

奥

藤

隆

裕

瓢
　

敏

雄

山

田

昌

弘

小

路

克

洋

竹

内

友

江

田

端

智

孝

藤

本

敏

弘

重

松

英

二

有

田

光

一

小

林

篤

ニ

川

本

孝

明

永

安
　

弘

議決

結果

第 2号議案 平成25年度赤穂市一般会計補正予算

議
長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 3号議案
平成25年度赤穂市職員退職手当管理特別会

計補正予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 4号議案
平成25年度赤穂市公共下水道事業特別会計

補正予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 5号議案
平成25年度赤穂市農業集落排水事業特別会

計補正予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 6号議案 平成25年度赤穂市介護保険特別会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 7号議案 平成25年度赤穂市病院事業会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 8号議案 平成25年度赤穂市水道事業会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第 9号議案
ごみ処理施設大規模改修工事請負契約の締

結に係る議決変更について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第10号議案 市道の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

第11号議案 平成26年度赤穂市一般会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

議
長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

可決

第12号議案
平成26年度赤穂市国民健康保険事業特別会

計予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第13号議案
平成26年度赤穂市職員退職手当管理特別会

計予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第14号議案 平成26年度赤穂市公共下水道事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第15号議案 平成26年度赤穂市農業集落排水事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第16号議案 平成26年度赤穂市墓地公園整備事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第17号議案 平成26年度赤穂市介護保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第18号議案 平成26年度赤穂市駐車場事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第19号議案
平成26年度赤穂市後期高齢者医療保険特別

会計予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第20号議案 平成26年度赤穂市病院事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第21号議案
平成26年度赤穂市介護老人保健施設事業会

計予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第22号議案 平成26年度赤穂市水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第23号議案
赤穂市特別会計条例の一部を改正する条例

の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第24号議案
議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第25号議案

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第26号議案
特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第27号議案
特別職の職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第28号議案
職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第29号議案
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例の制度について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第30号議案
赤穂市立児童館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

２月（第１回）定例会議案の議決結果・議員別の賛否
「○」 賛成　　「×」 反対　　「欠」欠席
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議案等番号 件　　　　名

前

川

弘

文

木

下
　

守

家

入

時

治

釣
　

昭

彦

土

遠

孝

昌

藤

友

俊

男

奥

藤

隆

裕

瓢
　

敏

雄

山

田

昌

弘

小

路

克

洋

竹

内

友

江

田

端

智

孝

藤

本

敏

弘

重

松

英

二

有

田

光

一

小

林

篤

ニ

川

本

孝

明

永

安
　

弘

議決

結果

第31号議案
赤穂市立養護老人ホームつつじ荘設置条例

を廃止する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

可決

第32号議案
赤穂市デイサービスセンター条例の一部を

改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第33号議案

赤穂市障害程度区分認定等審査会の委員の

定数等を定める条例の一部を改正する条例

の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第34号議案

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の一部改正に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第35号議案
赤穂市地区計画の区域における建築物の制

限に関する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第36号議案
赤穂市工場立地促進条例の一部を改正する

条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第37号議案
赤穂市消防長及び消防署長の資格を定める

条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第38号議案
赤穂市消防手数料条例の一部を改正する条

例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第39号議案
赤穂市消防団条例の一部を改正する条例の

制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第40号議案
赤穂市火災予防条例の一部を改正する条例

の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第41号議案
赤穂市教育委員会教育長の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第42号議案
赤穂市教育委員会教育長の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第43号議案
赤穂市社会教育委員の定数、任期に関する条

例の一部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第44号議案
赤穂市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第45号議案
赤穂市下水道条例の一部を改正する条例の

制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第46号議案
赤穂市農業集落排水処理施設条例の一部を

改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第47号議案
赤穂市高山墓園条例の一部を改正する条例

の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第48号議案
赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第49号議案
赤穂市病院事業使用料及び手数料条例の一

部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第50号議案
赤穂市水道事業給水条例の一部を改正する

条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可決

第51号議案 水道事業施設の利用に関する議決変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第52号議案
兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更

について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第53号議案
赤穂市議会政務活動費の交付に関する条例

の一部を改正する条例の制定について
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第54号議案 平成25年度赤穂市一般会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第55号議案 平成26年度赤穂市一般会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

第56号議案 赤穂市議会基本条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
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全
国
的
に
病
院
の
医
師
、
看
護
師
不
足
が
叫
ば

れ
て
い
る
。
赤
穂
市
民
病
院
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な

く
、
医
師
不
在
の
診
療
科
が
あ
り
又
、
看
護
師
確
保
も

思
う
に
任
せ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
一
病
棟
休
床
の
状
態
に

あ
る
。
地
域
医
療
を
守
る
た
め
、
医
師
、
看
護
師
の
確

保
は
必
至
で
あ
る
が
新
年
度
以
降
の
医
師
、
看
護
師
確

保
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
。

　
　
　

昨
年
12
月
１
日
、
改
正
道
路
交
通
法
が
施
行
さ

れ
、
自
転
車
へ
の
警
察
官
に
よ
る
検
査
や
通
行
区
分
違

反
の
制
度
が
新
設
さ
れ
た
。
身
近
で
便
利
な
自
転
車
で

は
あ
る
が
、
事
故
を
起
こ
せ
ば
、
刑
事
上
、
民
事
上
、

道
義
的
責
任
が
発
生
し
、
高
額
の
賠
償
を
命
じ
る
判
決

も
各
地
で
相
次
い
で
い
る
。
自
転
車
の
交
通
安
全
、
事

故
防
止
に
今
後
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

市
民
病
院
の
医
師
、
看
護
師
の
確
保

対
策
に
つ
い
て

自
転
車
の
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て

赤
諒
会
代
表 

有

田

光

一 

議
員

新
風
代
表 

瓢

　

敏

雄 

議
員

　　　
医
師
に

つ
い
て
は
、
３

月
末
で
３
名
が

退
職
す
る
が
、

内
科
、
循
環
器

科
に
各
１
名
採

用

す

る

こ

と

と
、
初
期
研
修

医
の
採
用
等
に

よ
り
６
名
の
医

師
の
増
加
と
な

る
。
看
護
師
に

つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
増
員
し
、
今
後
も
復
職
に
向
け

て
の
講
習
や
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
看

護
師
の
採
用
も
見
込
め
る
と
考
え
て
い
る
。
医
師
、
看

護
師
の
や
む
を
得
な
い
退
職
に
際
し
て
も
、
早
期
採
用

に
努
め
て
い
く
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
大
型
事
業
の
取
り
組
み
と
財
政
運
営
に
つ
い
て　

他 　　　
自
転

車
の
事
故
防

止
や
運
転
の

マ
ナ
ー
向
上

に

つ

い

て

は
、
定
期
的

な
街
頭
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
に

よ
る
啓
発
活

動
や
、
交
通

安
全
運
動
期

間
の
広
報
車

で
の
巡
回
、

小
学
校
や
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
の
自
転
車
交
通
安
全
教
室

の
開
催
、
自
転
車
保
険
へ
の
加
入
促
進
な
ど
に
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
今
後
と
も
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、

引
き
続
き
啓
発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
福
浦
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
設
置
計
画
に
つ

　

い
て　

他

　

３
月
６
日
、
７
日
に
計
７
名
が
登
壇
し
、

豆
田
市
長
に
対
し
、
市
政
の
課
題
や
将
来

展
望
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
代
表
質

問
・
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

市
政
の

　
　
課
題

将
来
の

　
　
展
望
を

質た
だ

す

赤穂市民病院

尾崎小学校での自転車交通安全教室
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窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
で
、
窓
口
で
住
民
票
等

を
交
付
す
る
窓
口
交
付
機
を
新
設
す
る
と
あ
る
が
、
多

く
の
自
治
体
で
運
用
さ
れ
て
い
る
自
動
交
付
機
で
出
来

な
い
の
か
。
ま
た
、
税
金
等
の
徴
収
の
便
宜
を
図
る
目

的
で
コ
ン
ビ
ニ
収
納
が
出
来
る
体
制
を
整
え
る
と
あ
る

が
、
住
民
票
等
の
証
明
書
の
交
付
が
出
来
る
体
制
を
検

討
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
　

36
億
円
の
莫
大
な
投
資
を
し
て
増
改
築
す
る
市

民
病
院
の
第
二
期
基
本
構
想
は
、
４
年
後
完
成
し
た
時

に
、
市
民
か
ら
安
心
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
院
事
業
管
理
者
を
市
長
か
ら

院
長
に
、
ま
た
、
経
営
企
画
課
を
設
置
し
専
門
的
な
人

材
を
雇
用
す
る
な
ど
の
組
織
改
革
と
医
師
確
保
の
た
め

医
学
生
の
奨
学
金
制
度
導
入
に
つ
い
て
見
解
は
。

　
　
　

「
反
対
の
ス
タ
ン
ス
」
か
ら
「
適
切
に
対
応
」

へ
後
退
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
条
例
の
段
階
で
、

県
の
判
断
を
変
え
さ
せ
る
た
め
の
い
ろ
ん
な
行
動
を

と
っ
て
い
き
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
ど
ん
な
行
動
を

と
ら
れ
て
き
た
の
か
。
産
廃
阻
止
へ
専
門
的
知
見
を

持
っ
た
職
員
採
用
な
ど
体
制
を
充
実
さ
せ
、
市
長
自
ら

の
見
解
を
市
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
具
体
的
行
動
を
と
ら

れ
た
い
。

行
財
政
運
営
で
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
つ
い
て

市
民
病
院
第
二
期
基
本
構
想
を

成
功
さ
せ
る
た
め
の
組
織
改
革
を

産
廃
処
分
場
設
置
阻
止
へ

具
体
的
行
動
を
と
ら
れ
た
い

経
政
会
代
表 

藤

本

敏

弘 

議
員

政
翔
会
代
表 
田

端

智

孝 
議
員

日
本
共
産
党
赤
穂
市
会
議
員
団
代
表

　

　

　

　

 

川

本

孝

明 

議
員　　　

自
動

窓
口
受
付
機

は
、
交
付
申

請
書
の
記
載

や
本
人
確
認

行
為
が
不
要

と
な
り
、
市

民
の
負
担
軽

減
を
図
る
こ

と

で

窓

口

サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
つ
な

が
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で

の
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
へ
の
拡
張
に
も
対
応
で
き
る

構
成
と
な
っ
て
お
り
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て
も
検

討
を
進
め
た
い
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
減
災
へ
の
取
り
組
み
と
危
機
意
識
の
高
揚
に
つ
い
て

　

他

　　　
病
院
経

営
に
関
し
専
門

的

な

知

識

を

持
っ
た
人
材
は

不
可
欠
で
あ
る

と
認
識
し
て
い

る
が
、
経
営
に

関
す
る
指
導
支

援

を

コ

ン

サ

ル
タ
ン
ト
か
ら

い
た
だ
き
な
が

ら
、
経
営
改
善

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ご
理
解
を
賜
り
た
い
。

医
師
確
保
の
た
め
の
奨
学
金
制
度
導
入
に
つ
い
て
は
、

そ
の
費
用
が
非
常
に
高
額
で
あ
り
、
市
民
病
院
単
独
で

の
導
入
は
、
病
院
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
が
過
大
と
な
る

こ
と
か
ら
、
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
子
育
て
支
援
対
策
の
独
身
男
女
の
出
会
い
の
場
の
提

　

供
に
つ
い
て　

他

　　　
市

の

体

制

に
つ
い
て
は
、
関
係

所
管
が
情
報
を
共

有
し
、
連
携
を
と
り

対
応
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
専
門

的
知
見
を
も
っ
た

職
員
を
新
た
に
採

用
す
る
考
え
は
な

い
。
市
長
と
し
て
の

見
解
の
ア
ピ
ー
ル

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
県
の
設
置
す
る
第
三
者
委
員
会

で
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
そ

う
し
た
こ
と
を
申
し
上
げ
る
時
期
で
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
「
好
循
環
実
現
の
た
め
の
経
済
対
策
」
で
消
費
税
増

　

税
の
影
響
を
緩
和
で
き
る
と
見
て
い
る
か　

他

駐車場も整備する赤穂市民病院

福浦産廃処分場計画地

市民課窓口
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高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
そ
の
人
ら
し

く
自
立
し
た
生
活
を
営
め
る
よ
う
、
医
療
、
介
護
、
予

防
、
住
ま
い
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
切
れ
目
な
く
提

供
さ
れ
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
実
現
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
成
功
の
カ
ギ
は
住
民
の
支
え
合
う
力

で
あ
る
「
互
助
」
を
ど
う
強
化
す
る
か
で
あ
り
住
民
へ

の
啓
蒙
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
具
体
の
取
り
組
み
を

伺
う
。

　
　
　

３
月
末
に
、
１
名
の
医
師
の
退
職
が
予
定
さ
れ

て
い
た
整
形
外
科
に
お
い
て
、
さ
ら
に
４
月
以
降
も
２

名
の
医
師
が
退
職
す
る
と
聞
く
が
、
収
益
的
に
第
二
期

構
想
に
与
え
る
影
響
を
ど
の
程
度
に
見
込
む
の
か
伺
い

た
い
。
ま
た
、
医
師
・
看
護
師
の
確
保
対
策
は
、
第
二

期
構
想
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
待
遇
改
善
を
優
先
さ
せ
る

方
が
、
よ
り
効
果
的
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

急
速
な
高
齢
化
を
見
据
え
て

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

整
形
外
科
医
３
名
の
退
職
が

第
二
期
基
本
構
想
に
与
え
る
影
響
は
？

公
明
党
代
表 
木

下

　

守 

議
員

小

路

克

洋 

議
員

　
　
　

今

年

度

に

お

い

て

は
、
こ
れ
ま
で

の
取
り
組
み
を

継
続
す
る
と
と

も
に
、
新
規
事

業

と

し

て

あ

ん

し

ん

見

守

り

キ

ー

ホ

ル

ダ
ー
登
録
事
業

の
実
施
や
認
知

症
カ
フ
ェ
の
研

究
に
取
り
組
む

ほ
か
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
充
実
を
目
指
し
た

第
６
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計

画
を
策
定
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
（
仮
称
）
赤
穂
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
つ
い

　

て　

他

　
　
　

整
形

外
科
常
勤
医

師
の
退
職
に

よ
り
入
院
診

療
等
に
つ
い

て
少
な
か
ら

ず
影
響
し
て

く
る
も
の
と

考
え
る
が
、

収
益
の
確
保

に
努
め
て
い

く
。

医

師
、

看
護
師
の
確

保
に
つ
い
て

は
、
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
等
に
よ
り
、
職
員
の
働

く
環
境
に
つ
い
て
の
ニ
ー
ズ
把
握
に
努
め
、
働
き
易
い

環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
主
な
質
問
事
項

◦
海
外
姉
妹
都
市
交
流
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て　

他

　

平
成
26

年
第
１
回
定
例
会
に
各
会
派
代
表
者
の

連
名
で
議
員
提
出
し
、
全
会
一
致
で
可
決
。
施
行

は
４
月
１
日
か
ら
。
条
例
は
前
文
と
21

カ
条
で
構

成
。

　

地
方
自
治
体
の
自
己
決
定
と
自
己
責
任
の
範
囲

が
拡
大
す
る
中
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
市

議
会
へ
の
役
割
や
責
務
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

赤
穂
市
議
会
は
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
、

市
民
の
皆
様
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
議
会
の
実
現

を
目
指
し
、
市
民
福
祉
の
向
上
に
努
め
、
市
政
の

発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
議
会
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
議
会
基
本
条
例
を
制
定

し
ま
し
た
。

　

条
例
で
は
、
主
に
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
定
め

て
い
ま
す
。

一
　
市
民
の
意
見
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
議
会

　
運
営

二
　
議
員
間
の
自
由
な
討
議
の
尊
重

三
　
市
民
に
対
す
る
情
報
発
信
と
説
明
責
任

四
　
議
会
広
報
の
充
実

五
　
議
員
の
政
策
形
成
、
政
策
立
案
能
力
の
向

　
上
の
た
め
の
、
研
修
の
充
実

六
　
政
務
活
動
費
の
適
正
な
執
行
と
市
民
へ
の

　
説
明
責
任

七
　
議
員
の
政
治
倫
理

八
　
議
会
改
革
の
継
続
的
な
取
組

赤
穂
市
議
会
基
本
条
例
の

　
　
　
　
　 

制
定
に
つ
い
て

市民病院診察室

地域包括ケアシステム
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委員会報告から

民生生活

建設水道

総務文教

＜市民の夕べ臨時駐車場使用料について＞

●問 海浜公園と臨時駐車場は無料にできないのか。

●答 県と協議したが、無料にはできないとのことで
あった。シャトルバスを利用していただきたい
と考えている。

＜母子保健推進事業について＞

●問 乳幼児健診の未受診家庭へのアプローチは。

●答 問題がある家庭は関係課と連携をとり、重要視
して訪問している。

＜児童遊園地整備事業について＞

●問 さくら通児童遊園地に防球ネットを張る必要が
あるのか。

●答 線路に近接した児童遊園地であり、線路内に入
ったボールをとりに子どもが入る危険等がある
ため、設置する。

＜農地現状調査事業について＞

●問 耕作放棄地現地調査事業の実施内容は。

●答 耕作放棄地解消に向けて、有年地区から実施し
その後市内で順次実施していく予定である。

＜徴収対策事業について＞

●問 コンビニ収納は今後どこまで範囲を広げるの
か。

●答 平成 26年度から、これまでの軽自動車税に加
え市県民税、固定資産税、国民健康保険税につ
いても実施予定である。

＜保育士確保対策事業について＞

●問 研修を受けた人を採用できなかったときに、納
得してもらえないのでは。

●答 潜在保育士を発掘するためのもので、登録の形
を採りタイミングが合えばすぐ採用できるよう
にしたい。

＜介護保険特別会計予算について＞

●問 あんしん見守りキーホルダー登録事業の内容は。

●答 緊急連絡先を登録したキーホルダーを配布し、
外出先で倒れた場合等に警察等を通じ家族に連
絡するようにする。

＜病院事業会計予算について＞

●問 立体駐車場建設工事期間における駐車場の確保
は。

●答 以前コンビニがあった更地と市民総合体育館の
駐車場の一部を使用させてもらい対応したい。

＜観光アクションプログラム推進事業について＞

●問 観光ボランティアガイドは観光協会に予約しな
いと利用できないのか。

●答 ガイドの人数が限られており、規約上も事前予
約を原則としている。

＜安心・安全対策事業について＞

●問 城南緑地野球場の整備内容は。

●答 ３年間で整備していく。平成 26 年度は門扉、
柵の修繕や両翼に防球ネットの設置を考えてい
る。

＜防災行政無線整備事業について＞

●問 スピーカーで流す内容を携帯電話のメールで送
信できるのか。

●答 防災行政無線で流す内容については、メールで
送信できる。

＜デジタルテレビ整備事業について＞

●問 小学校にデジタルテレビを整備する効果は。

●答 小学校では、デジタル教材を使って星の勉強が
できるなど、視聴覚効果があり、教育的効果は
大きい。
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編
集
後
記

幹
線
道
路
建
設
特
別
委
員
会

委
員
会
開
催
状
況

　

平
成
25

年
度
、
第
１
回
目
と
な
る
８
月
９
日
の
委

員
会
で
は
、
国
道
２
５
０
号
や
県
道
有
年
横
尾
線
、

赤
穂
佐
伯
線
に
つ
い
て
協
議
し
、
県
に
対
し
て
要
望

活
動
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
決
定
を
受
け
８

月
12

日
に
正
副
委
員
長
及
び
正
副
議
長
に
よ
り
、
兵

庫
県
県
土
整
備
部
長
、
西
播
磨
県
民
局
長
等
に
幹
線

道
路
の
整
備
に
関
す
る
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

第
２
回
目
と
な
る
８
月
21

日
の
委
員
会
で
は
、
市

内
の
幹
線
道
路
の
整
備
状
況
等
に
つ
い
て
、
当
局
か

ら
説
明
を
受
け
、
そ
の
後
委
員
か
ら
坂
越
大
橋
の
歩

道
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
、
そ
の
後
坂
越
大
橋
の

現
地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
27

日
、
10

月
９
日
、
15

日
に
は
、
国

土
交
通
省
本
省
、
近
畿
地
方
整
備
局
な
ど
に
西
播
磨

の
命
を
守
る
幹
線
道
路
整
備
の
促
進
に
つ
い
て
要
望

書
を
提
出
し
ま
し
た
。

＊
議
会
報
編
集
委
員
会
も
新
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
委
員

一
同
、
年
４
回
発
行
の
「
市
議
会
だ
よ
り
」
が
皆
様

に
親
し
ま
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

１
月
／

９
日
・
会
派
代
表
者
会

　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

10

日
・
議
員
研
修
会
（
大
学
教
授
の
講
演
会
）

14

日
・
宮
城
県
名
取
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

15

日
・
議
員
協
議
会

16

日
・
建
設
水
道
・
総
務
文
教
委
員
会
合
同
協
議
会

　
　

・
第
１
回
臨
時
会

27

日
・
東
京
都
稲
城
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

28

日
・
総
務
文
教
委
員
会
協
議
会

　
　

・
愛
媛
県
八
幡
浜
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

29

日
・
北
海
道
室
蘭
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

２
月
／

４
日
・
佐
賀
県
鳥
栖
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

７
日
・
播
但
市
議
会
議
長
会
（
朝
来
市
）

13

日
・
兵
庫
県
市
議
会
議
長
会
（
神
戸
市
）

14

日
・
議
会
運
営
委
員
会

　
　

・
会
派
代
表
者
会

20

日
・
産
廃
建
設
反
対
団
体
と
の
意
見
交
換
会

21

日
・
本
会
議
〔
第
１
回
定
例
会
開
会
〕

　
　

（
25

年
度
関
係
議
案
説
明
外
）

24

日
・
本
会
議

　
　

（
26

年
度
関
係
議
案
説
明
外
）

27

日
・
本
会
議

　
　

（
25

年
度
関
係
議
案
表
決
）

　
　

・
会
派
代
表
者
会

　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

３
月
／

６
日
・
本
会
議
（
代
表
質
問
４
名
）

７
日
・
本
会
議
（
代
表
質
問
２
名
・
一
般
質
問
１
名
）

11

日
・
民
生
生
活
委
員
会
（
付
託
議
案
審
査
）

　
　

・
議
会
報
編
集
委
員
会

12

日
・
建
設
水
道
委
員
会
（
付
託
議
案
審
査
）

　
　

・
建
設
水
道
委
員
会
協
議
会

13

日
・
総
務
文
教
委
員
会
（
付
託
議
案
審
査
）

　
　

・
総
務
文
教
・
建
設
水
道
委
員
会
合
同
協
議
会

19

日
・
産
廃
建
設
反
対
団
体
と
の
意
見
交
換
会

24

日
・
本
会
議
（
26

年
度
関
係
議
案
表
決
外
）

　
　

〔
第
１
回
定
例
会
閉
会
〕

　
　

・
会
派
代
表
者
会

28

日
・
建
設
水
道
委
員
会
協
議
会

　
　
　
　

４
月
／

３
日
・
会
派
代
表
者
会

９
日
・
会
派
代
表
者
会

　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

11

日
・
西
播
磨
市
町
議
長
会
総
会
（
姫
路
市
）

14

日
・
播
但
市
議
会
議
長
会
（
た
つ
の
市
）

15

日
・
近
畿
市
議
会
議
長
会
（
泉
南
市
）

16

日
・
第
２
回
臨
時
会

　
　

・
議
会
報
編
集
委
員
会

　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

21

日
・
議
会
報
編
集
委
員
会

22

日
・
議
員
待
遇
者
会
総
会

24

日
・
民
生
生
活
委
員
会

　
　

・
建
設
水
道
委
員
会

　
　

・
建
設
水
道
委
員
会
協
議
会

　
　

・
総
務
文
教
委
員
会

25

日
・
議
会
報
編
集
委
員
会

30

日
・
兵
庫
県
市
議
会
議
長
会
（
三
木
市
）

議
会
活
動
状
況

委
　

員
　

長
　
川
本
　
孝
明

副
委
員
長
　
奥
藤
　
隆
裕

委
　
　
員
　
前
川
　
弘
文

　
　
〃
　
　
木
下
　
　
守

　
　
〃
　
　
家
入
　
時
治

　
　
〃
　
　
釣
　
　
昭
彦

　
　
〃
　
　
土
遠
　
孝
昌

　
　
〃
　
　
重
松
　
英
二

特
別
委
員
会
報
告
か
ら

６
月
定
例
会
の
開
催
予
定
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

６
月
10

日 

㈫  

第
１
日

　
　
　
　

12

日 

㈭  

第
２
日

　
　
　
　

25

日 

㈬  

第
３
日

　
　
　
　

26

日 

㈭  

第
４
日

常
任
委
員
会
は

　
　

６
月
16

日 

㈪  

民
生
生
活

　
　
　
　

17

日 

㈫  

建
設
水
道

　
　
　
　

18

日 

㈬  

総
務
文
教

に
開
催
予
定
で
す
。

６

月
定
例
会
の
日
程

※いずれも９時30分から
　開催予定です。

議
会
報
編
集
委
員
会
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